
 

     別表－ １  

工事希望 型一般競 争入札に 係る等級 別発注基 準表  

（単位： 千円）  

工種格

付  

土木

一式

工事

（下

水道

工事

含む）

建築

一式

工事  

電気

工事  

管工事  水道

施設

工事  

舗装

工事  

鋼構

造物

工事  

造園

工事  

とび・

土工・

コンク

リート

工事  

法面

処理

工事  

解体

工事  （設

備）  

（給

配水）

A等級  １０，

００

０以

上  

１５，

００

０以

上  

８，０

００

以上  

８，０

００

以上  

８，０

００

以上  

８，０

００

以上  

１，３

００

以上  

１，３

００

以上  

１，３

００

以上  

１，３

００以

上  

１，３

００

以上  

１，３

００

以上  

B等級  ５，０

００

以上～

３０，

０００

未満  

１０，

０００

以上～

４０，

０００

未満  

２５，

０００

未満  

２５，

０００

未満  

２５，

０００

未満  

２５，

０００

未満  

１，３

００

以上  

１，３

００

以上  

―  ―  ―  ―  

C等級  １０，

０００

未満  

１５，

０００

未満  

８，０

００

未満  

８，０

００

未満  

８，０

００

未満  

８，０

００

未満  

―  １，３

００

以上  

    

D等級  ５，０

００

未満  

１０，

０００

未満  

―  ―  ―  ―   ―      

E等級  ―  ―            

 

 

【改正後】  



 

選考基準  

１  この 基準の適 用を受け られる者 は、越前 町の格付 を受けた 業者

のみとす る。た だ し、越 前 町の格付 を受けら れる業者 は、「 町 内に

主たる営 業所を有 する者 」又は「 町 内に従た る営業所 を有し 、かつ、

町発注工 事で施工 実績のあ る者」と する。  

なお、土 木一式工 事・建築 一式工事 において 、この 基 準の適用 を

受けられ る者は、 町内に主 たる営業 所を有す る者のみ とする。  

２  上記 基準額を 標準とす る。（緊 急対応工 事、関連 工事、特 殊工

事等は除 く。）  

３  土木 一式工事 ・舗装工 事におい ては、別 途条件を 付する。  

４  解体 工事にお いて、１ ，０００ 万円以上 の工事に ついては 、別

途条件を 付する。  

 


